
定額減税が６月から 

本人と配偶者・扶養親族について一人当

たり所得税３万円（住民税１万円）を減税

しますという定額減税が６月から始まり、

源泉徴収税額に影響が出ます。この適用対

象となる本人と配偶者・扶養親族について

は、次のような適用要件があります。 

減税を受けられる本人の要件 

1.令和６年分の所得税の納税者 

2.日本国の居住者 

3.本年分の主たる給与の支払者からの給与

収入が 2,000 万円以下（子ども・特別障害

者等を有する者等の所得金額調整控除の適

用を受ける人は、2015 万円以下） 

減税を受けられる配偶者の要件 

1.この減税を受ける本人と同一生計 

2.合計所得金額が 48 万円以下 

3.非居住者でない 

4.青色事業専従者給与受給者・白色事業専

従者控除適用者でない 

合計所得金額 48 万円は給与年収では、

103 万円です。 

源泉所得税の徴収計算で「扶養親族の数」

を一人増やすことになる源泉対象配偶者及

び配偶者控除適用を受けられる配偶者とは

範囲が異なっています。 

源泉対象配偶者は、合計所得金額が 95 

万円（給与収入では 150 万円）以下が要件

ですが、減税対象配偶者の所得要件は 48 万

円以下です。 

減税を受けられる扶養親族の要件 

1.配偶者以外の親族 

2.この減税を受ける本人と同一生計 

3.合計所得金額が 48 万円以下 

4.青色事業専従者給与受給者・白色事業専

従者控除適用者でない 

上記における親族とは、民法に定める親

族（６親等内の血族および３親等内の姻族）

をいいます。 

所得税の扶養控除の対象とならない 16

歳未満の扶養親族（年少扶養親族）も控除

金額の計算対象に含まれます。 

要件充足のための追加申告書 

この減税を受ける本人の合計所得金額が

900万円超のため、扶養控除等申告書の源泉

控除対象配偶者の欄が空欄になり、減税対

象配偶者要件に係る情報不足となる場合に

は、別途「源泉徴収に係る定額減税のため

の申告書 兼 年末調整に係る定額減税の

ための申告書」に同一生計配偶者の情報を

記載して、給与支払者に提出する必要があ

ります。 
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定額減税の対象となる人 

減税での本人の所
得要件と他の税制
での所得要件もそ
れぞれ違うな。 


